
■本資料について 
 

本事業では、補助事業ポータルへ見える化装置を登録する場面が３箇所あり、入力時に注意が必要です。 
以下Ⅰ.～Ⅲ.の入力ステップごとに、それぞれの登録方法を示しますので、取得した見積書やカタログと本資料を 
よく確認しながら、登録を行ってください。 
 
 
 
 
 
 
 

見える化装置の補助事業ポータルへの登録方法 

平成２９年度補正予算 

省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業 2018/03/22版 

補助事業ポータルにおける、見える化装置の登録箇所 ページ 

Ⅰ.「見える化装置の区分」   ※「内蔵」か否かの判断 

 
 
 
 
 

Ｐ.２ 

Ⅱ.「導入予定設備登録」 ※見える化装置を複数登録する場合 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｐ.３ 

Ⅲ.「見積・発注情報登録」 ※見積書が１枚にまとまっている場合 

 
 
 
 
 
 
 

Ｐ.４ 
～ 

Ｐ.５ 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下、「ＳＩＩ」という。）は、経済産業省が定めた「省エネルギー設備の導入・運
用改善による中小企業等の生産性革命促進事業費補助金交付要網第３条」に基づき、本事業を執行する団体です。 

見える化装置の導入方法について、
①新設 ②増設 ③更新 ④内蔵 か
ら選択します。 
 
▼ポイント▼ 
内蔵か否かの判断を説明します。 

導入する見える化装置の種別を選択
後、[メーカー]、[製品名]、[型番]、
及び[台数]を登録します。 
 
▼ポイント▼ 
見える化装置の登録枠は１つです。 
見える化装置を複数導入する場合の
登録方法を説明します。 
 
※ 補助事業ポータルに登録する導入予定

設備は、[省エネルギー型設備]と[見え
る化装置]の合計金額が最安値で示さ
れた見積書に記載の製品です。 

[省エネルギー型設備]、[見える化装
置]それぞれの見積金額を登録します。 
 
▼ポイント▼ 
[省エネルギー型設備]と[見える化装
置]が、１枚の見積書で提示された
場合、[見える化装置]についての金
額登録方法を説明します。 
 
※補助事業ポータルに登録する導入予定

設備は、[省エネルギー型設備]と[見え
る化装置]の合計金額が最安値で示さ
れた見積書に記載の製品です。 

（交付申請の手引きＰ.５９～６０） 

（交付申請の手引きＰ.７７, 省エネルギー量計算の手引き） 

（交付申請の手引きＰ.７９～８０） 



Ⅰ.「見える化装置の区分」の登録 ※ 「内蔵」か否かの判断 
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「見える化装置の区分」を登録する時、①新設 ②増設 ③更新 ④内蔵 をプルダウンして選択しますが、 
以下２つの条件を満たす場合のみ「④内蔵」を選択してください。 
 
◆「内蔵」 
• 導入する省エネルギー型設備「のみ」を計測・蓄積する装置であること 且つ、 
• 導入する省エネルギー型設備と同じメーカーの見える化装置であること 
 

 
◆「内蔵」以外（新設・増設・更新から、状況に応じて選択） 
• 省エネルギー型設備のメーカーと異なるメーカーの見える化装置の場合。 
• 導入する省エネルギー型設備「以外」の設備についてもデータの計測・蓄積ができる装置の場合。 
• メーカーが同じであっても、本事業にて導入する省エネルギー型設備「以外」の設備についてのデータ計測・ 

蓄積・制御等が可能である場合。 
 
＜例＞省エネルギー型設備と見える化装置が同じメーカーであっても、EMSのように、照明と空調など異なる設備を集中管理できる 
    場合は「内蔵」としない 

 
 

＜見える化装置の区分の考え方（例）＞ 

見える化装置の導入方法について、①新設 ②増設 ③更新 ④内蔵 から選択します。 
 
▼ポイント▼ 
内蔵か否か、の切り分けに注意してください。 
 
 
◇内蔵 
 ・導入する設備区分「のみ」を計測・蓄積する「見える化装置」  
  且つ  
 ・省エネ設備本体と「見える化装置」が同一メーカー  
  の場合は「内蔵」を選択 
 
 ◇内蔵以外  
 ・導入する設備区分「以外」も計測・蓄積する「見える化装置」  
  の場合は「内蔵以外」を選択 

① 内蔵（同一メーカー） 

②-1 内蔵以外（本体設備と見える化装置のメーカーが相違） 

省エネ設備 見える化装置 

省エネ設備 見える化装置 

省エネ設備 

メーカーA 

メーカーA 見える化装置 

メーカーA 

メーカーA 

メーカーA 

メーカーB 

「内蔵」扱い 例１ EHPで同一メーカーの計測機能付きリモコンを導入 

例２ 設備本体内に計測センサーがあり、その情報を通信機器を通じ
て、外部データ集約機器に蓄積それらの機器が同一メーカー 

内蔵以外 例 複数設備区分を制御する等で、省エネ設備本体と同一メーカーの見
える化装置（EMS等）を導入 

メーカーA 

内蔵以外 例 省エネ設備本体とは別メーカーの見える化装置（EMS等）を導入 

省エネ設備 

②-2 内蔵以外（複数設備の制御等） 

事例 
省エネルギー型 

設備 
見える化装置 内蔵／内蔵以外 

1 
省エネルギー型設備の照明と、それと同じ
メーカーの計測機能付きリモコン(見える
化装置)を導入する 

 
 
 
 

2 

省エネルギー型設備の電気式パッケージ
エアコンの室外機運転データをもとに、消
費電力量を演算する同じメーカーの集中
リモコン(見える化装置)を導入する 

 
 
 
 

3 
高性能ボイラ(省エネルギー型設備)と、そ
れとは異なるメーカーのEMS等(見える
化装置)を導入する 
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冷凍冷蔵設備と空調(省エネルギー型設
備・複数設備区分の導入)の両方を計
測・制御できるEMS等(見える化装置)
を導入する 

メーカーA メーカーA 

メーカーA メーカーA 

メーカーA メーカーB 

メーカーA 
同一又は 
別メーカー 

※選択方法を迷う場合はSIIへご連絡ください。 



本事業では、設備区分・種別毎にデータを取得する必要があることから、更新する省エネルギー型設備の設備区
分が複数ある場合（照明と空調をどちらも更新する場合等）は、見える化装置も複数導入する場合があります。 
 
補助事業ポータルでは、見える化装置の入力欄が１つのため、見える化装置が複数ある場合は、以下の点に
注意して登録してください。 
複数の見える化装置を導入する場合は、設備区分毎の情報を「,」（カンマ）で繋ぎ、導入する見える化装置
（※）の情報を登録してください。 
※ 但し、入力文字数は最大４０文字です。範囲内で入力可能な型番のみ入力してください。 

 

 
 

Ⅱ.「導入予定設備登録」の登録 ※ 見える化装置を複数導入する場合 
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A社見積書 

照明XX 50万 
付帯YY 10万 

見える化Z1 
40万 

合計 100万
(最安) 

B社見積書 

合計 
120万 

C社見積書 

合計 
130万 

照明 3者見積 

合計最安値 
＝導入設備 

合計金額が最安値 
＝導入予定設備 

D社見積書 

ﾎﾞｲﾗXX 70万 
付帯YY 10万 

見える化Z2 
50万 

合計 130万
(最安) 

E社見積書 

合計 
150万 

F社見積書 

合計 
160万 

ボイラ 3者見積 

「台数」は、導入する見える化装置の 

合計台数を入力 
◆設備区分の略称は、以下表記をお使いください◆ 
照明、空調、産業HP、給湯器、ボイラ、コジェネ、工業炉、冷蔵庫、モータ 

１つの設備区分に対して、導入する[見
える化装置]が複数の機器で構成されて
いる場合は、「種別」のプルダウンメ
ニューにおいてより上位である装置の型
番１つだけ入力 

＜例＞ 照明の[見える化装置]が、主装置と
計測装置の構成の場合 

→ 主装置の型番だけ入力 

【設備区分略称】+【項目名】で入力 

・ メーカー：照明[A社] , ボイラ[D社] 

・ 製品名：照明[製品名A] , ボイラ[製品名D] 

・ 型番 ：照明[型番A] , ボイラ[型番D] 
 

※EMS等、複数の設備区分を集中管理できる見える化装
置を導入する場合は、計測対象の【設備区分略称】をつ
なぎ、型番はまとめて一つ入力 

  ⇒ 型番：照明・ボイラ[型番A] 

※入力方法がわからない場合はSIIへご連絡ください。 



 
補助事業ポータルで見積金額を入力する画面は、設備区分毎に用意されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. [省エネルギー型設備]と[見える化装置]の見積を別々に取得した場合 

→ 各見積に記載された金額を、それぞれの画面へ入力してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ.「見積・発注情報登録」 ※ 見積書が分かれている場合 
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見える化装置の設備費を登録します。 
 
▼ポイント▼ 
取得した見積に、見える化装置がどの
ように示されているか、に注意してくだ
さい。 
なお、「導入予定設備」として登録す
る際の「最安値」とは、省エネルギー型
設備の設備費と見える化装置の設備
費の合計額が最も安価なもの、をい
います。 

見積・発注情報登録画面に入力する導入予定設備の金額は、[省エネルギー型設備]と
[見える化装置]の合計金額を、最安値で提示した見積に記載されている金額です。 

[見える化装置] 
見積書 

●見える化装置 
1.補助対象経費 
・設備費 
 
2.補助対象外経費 
・設計費 
・工事費 
 
消費税 
合計 

補助対象経費 
補助対象外経費（設備費以外） 
補助対象外経費（消費税） 
合計（税込） 

[省エネ型設備] 
見積書 

●高効率照明 
1.補助対象経費 
・設備費 
 
2.補助対象外経費 
・設計費 
・工事費 
 
消費税 
合計 

設備区分：【省エネルギー型設備】 設備区分：【見える化装置】 

※入力方法がわからない場合はSIIへご連絡ください。 



2. 見積が１枚で、補助対象経費、補助対象外経費は設備区分毎に分けて示されている場合 
→ 各見積に記載された金額をそれぞれの画面へ入力してください。 
→ 消費税がまとめて計算されている場合は、按分等はせず、[省エネルギー型設備]の欄に入力してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 見積が1枚で、補助対象経費は設備区分毎に分かれているが、工事費等はまとめて提示されている場合 
   → 設備費（補助対象経費）はそれぞれの設備区分へ、補助対象外経費は全額[省エネルギー型設備]の 
         入力画面へ、入力してください。 
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[省エネ型設備・見える化装置] 

見積書 
●高効率照明 
1.補助対象経費 
・設備費 
2.補助対象外経費 
・設計費 
・工事費 
 
●見える化装置 
1.補助対象経費 
・設備費 
2.補助対象外経費 
・設計費 
・工事費 
 
消費税 
合計 

[省エネ型設備・見える化装置] 

見積書 

1.補助対象経費 
●高効率照明 
・設備費 
●見える化装置 
・設備費 
 
2.補助対象外経費 
・設計費 
・工事費 
 
消費税 
合計 

設備区分：【省エネルギー型設備】 

設備区分：【省エネルギー型設備】 設備区分：【見える化装置】 

補助対象経費 
補助対象外経費（設備費以外） 
補助対象外経費（消費税） 
合計（税込） 

設備区分：【省エネルギー型設備】 設備区分：【見える化装置】 

Ⅲ.「見積・発注情報登録」 ※ 見積書が1枚にまとまっている場合 

補助対象経費 
補助対象外経費（設備費以外） 
補助対象外経費（消費税） 
合計（税込） 


